
ｈｔｔｐs：//ｊａ-ｈａｃｈｉｏｊｉ．ｏｒ．ｊｐ/
ＪＡ八王子

～ 地域に一生懸命 ～

お取り扱い期間

スーパー定期貯金 １年もの自動継続式（通帳式・証書式）10万円以上

相続により取得した資金の範囲内 詳しくは裏面をご覧ください。

当ＪＡ組合員の方

％

大 和 田 支 店

横 山 支 店

℡

℡

042-625-1235

042-654-4055

042-642-8171

042-661-1340

元 八 王 子 支 店 ℡

川 口 支 店 ℡

片 倉 支 店 ℡ 042-635-5051

由 木 支 店 ℡ 042-676-8221

（店 頭 金 利 + 0.15％、令和8年4月1日現在）



適 用 金 利

① 金融機関での相続手続き完了日が確認できる書類

　　　　・戸籍謄本

    ※ 貯金者本人が出資していることが条件となります（組合員家族は組合員外）

● 商品の詳しい内容については、店頭に商品概要説明書をご用意しております。

詳 し く は お 近 く の 各 支 店 へ お 尋 ね く だ さ い

   ● 組 合 員 店頭金利　+　 0.15％　※

そ の 他

● 中途解約については、ＪＡ所定の解約利率が適用されます。

● 本商品は貯金保険の対象です（当組合に複数の口座がある場合はそれらの貯金
　 元本を合算して、1,000万円とその利息が保護されます）

● 金融情勢の変動によりお取扱いを変更または中止する場合があります。

● 金利には国税15.315％、地方税5％の税金がかかります。
    ※ スーパー定期貯金については「マル優扱い」もご利用いただけます。

● 当商品は利用高配当の対象となりません。

● 継続時に適用する金利は、店頭表示金利となります。

確 認 書 類

※各いずれか1点以上

　　　　・遺産分割協議書

　　　　・保険会社等より交付された「支払通知書」

　　　　・金融機関に提出した相続依頼書の写し

　　　　・被相続人名義の解約済通帳と計算書の写し

② 相続人であることが確認できる書類

　　　　・遺言書（公正証書遺言または自筆証書遺言検認済みのもの）

③ 相続による取得金額が確認できる書類

　　　　・被相続人名義の解約済通帳と計算書の写し

対 象 商 品 スーパー定期貯金　　1年もの　　自動継続式（証書式・通帳式）

預 入 額 １０万円以上  １円単位　1人1契約　　※  限度額は相続資金の範囲内とします。

　

取 扱 期 間 ２０２６年４月１日（水）～２０２７年３月３１日（水）

商  品  概  要

商 品 名 相続定期貯金

ご 利 用
い た だ け る 方

相続により貯金等をお受け取りになられた日から１年以内の個人のお客様


